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▼
所
管
部
署　

建
設
水
道
課
都
市

　

計
画
係　

☎
85

－

６
１
４
０

白
鷹
町
下
水
道
事
業
運
営

　

審
議
会

　
　

　

下
水
道
事
業
に
係
る
受
益
者
負

担
金
と
分
担
金
、
使
用
料
な
ど
に

関
し
、
調
査
と
審
議
を
行
う
機
関

で
す
。

▼
応
募
資
格　

町
内
に
住
所
を
有

　

す
る
下
水
道
使
用
者
で
、
応
募

　

時
点
で
満
25
歳
以
上
の
方

▼
開
催
予
定
回
数　

年
１
～
２
回

　

程
度

▼
所
管
部
署　

建
設
水
道
課
下
水

　

道
係　

☎
85

－

６
１
３
８

白
鷹
町
水
道
経
営
審
議
会

　　

水
道
事
業
の
経
営
そ
の
他
必
要

な
事
項
に
つ
い
て
、
調
査
と
審
議

を
行
う
機
関
で
す
。

▼
応
募
資
格　

町
内
に
住
所
を
有

　

す
る
水
道
使
用
者
で
、
応
募
時

　

点
で
満
25
歳
以
上
の
方

▼
開
催
予
定
回
数　

年
数
回

▼
所
管
部
署　

建
設
水
道
課
水
道

　

係　

☎
85

－

６
１
３
７

白
鷹
町
病
院
事
業
等
運
営

　

委
員
会

　　

病
院
事
業
管
理
者
の
諮
問
に
応

じ
、
病
院
事
業
等
の
運
営
に
関
し

て
審
議
す
る
機
関
で
す
。

▼
応
募
資
格　

町
内
に
住
所
を
有

　

し
、
応
募
時
点
で
満
20
歳
以
上

　

の
方
で
、
病
院
事
業
等
の
経
営

　

に
関
心
を
お
持
ち
の
方

▼
開
催
予
定
回
数　

年
２
～
３
回

　

程
度

▼
所
管
部
署　

町
立
病
院
事
務
局

　

総
務
係　

☎
85

－

２
１
５
５

◆
応
募
方
法

　

所
定
の
応
募
用
紙
に
必
要
事
項

を
記
入
の
う
え
、
所
管
部
署
に
提

出
し
て
く
だ
さ
い
。
詳
し
い
応
募

要
項
及
び
応
募
用
紙
は
各
所
管
部

署
に
備
え
て
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

応
募
用
紙
は
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

◆
応
募
締
切

　

３
月
４
日
（
水
）（
消
印
有
効
）

◆
選
考
方
法

　

審
議
会
等
委
員
選
考
審
査
会
で

　

審
査
の
う
え
選
考
し
ま
す
。

◆
審
査
結
果

　

応
募
者
全
員
に
通
知
し
ま
す
。

◆
そ
の
他

(1)
委
員
報
酬　

そ
れ
ぞ
れ
次
の
額

　

の
報
酬
を
お
支
払
い
す
る
予
定

　

で
す
。

◇
白
鷹
町
振
興
審
議
会
、
白
鷹
町

　

国
民
健
康
保
険
運
営
協
議
会
、

　

白
鷹
町
都
市
計
画
審
議
会
、
白

　

鷹
町
下
水
道
事
業
運
営
審
議
会
、

　

白
鷹
町
水
道
経
営
審
議
会
、
白

　

鷹
町
病
院
事
業
等
運
営
委
員
会

　

の
各
委
員
は
、
日
額
６
０
０
０

　

円
（
た
だ
し
、
会
議
時
間
が
４

　

時
間
未
満
の
場
合
は
日
額
３
０

　

０
０
円
）

◇
白
鷹
町
図
書
館
協
議
会
の
委
員

　

は
年
額
８
５
０
０
円

(2)
各
審
議
会
等
の
委
員
は
町
の
非

　

常
勤
特
別
職
と
し
て
任
命
さ
れ

　

ま
す
の
で
、
白
鷹
町
個
人
情
報

　

保
護
条
例
第
３
条
第
２
項
の
適

　

用
を
受
け
る
と
と
も
に
、
同
条

　

例
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合

（
職
務
上
知
り
得
た
個
人
の
秘
密

　

を
漏
ら
し
た
場
合
な
ど
）
は
罰

　

則
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ

　

各
審
議
会
等
の
所
管
部
署
へ
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

白
鷹
町
明
る
い
健
康
都
市
づ

く
り
推
進
会
議
は
、
地
域
の
実

情
に
即
し
た
保
健
・
医
療
・
福

祉
事
業
の
円
滑
な
推
進
を
目
的

と
し
て
、
各
種
事
業
計
画
を
具

体
化
し
て
い
く
た
め
に
ご
意
見

な
ど
を
い
た
だ
く
機
関
で
す
。

▼
募
集
人
員　

３
人

▼
任
期　

　
　

平
成
27
年
４
月
１
日
か
ら

　
　

平
成
29
年
３
月
31
日
ま
で

▼
応
募
資
格　

◇
町
内
に
住
所
を
有
し
、
応
募

　

時
点
で
満
20
歳
以
上
の
方

◇
保
健
・
医
療
・
福
祉
に
関
心

　

が
あ
り
、
年
２
～
４
回
程
度

　

の
会
議
に
出
席
で
き
る
方

◇
白
鷹
町
の
議
員
及
び
職
員
で

　

な
い
こ
と

◇
次
の
基
準
を
満
た
し
て
い
る

　

方
①
納
税
等
（
町
税
等
）
の
義
務

　

を
果
た
し
て
い
る
こ
と

②
公
民
権
を
有
し
て
い
る
こ
と

③
破
産
者
で
復
権
を
得
な
い
者

　

で
な
い
こ
と

④
成
年
被
後
見
人
、
被
保
佐
人
、

「
白
鷹
町
明
る
い
健
康
都
市
づ
く
り
推
進
会
議
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

委
員
を
募
集
し
ま
す

　

被
補
助
人
で
な
い
こ
と

⑤
刑
執
行
中
の
犯
罪
歴
が
な
い

　

こ
と

⑥
暴
力
団
員
等
で
な
い
こ
と

▼
応
募
方
法　

　

所
定
の
応
募
用
紙
に
必
要
事

項
を
記
入
の
う
え
、
健
康
福
祉

課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。
詳

し
い
応
募
要
項
及
び
応
募
用
紙

は
健
康
福
祉
課
に
備
え
て
あ
り

ま
す
。
ま
た
、
応
募
用
紙
は
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

▼
応
募
締
切

　

３
月
４
日（
水
）（
消
印
有
効
）

▼
選
考
方
法　

　

審
議
会
等
委
員
選
考
審
査
会

で
審
査
の
う
え
選
考
し
ま
す
。

▼
審
査
結
果　

　

応
募
者
全
員
に
通
知
し
ま
す
。

▼
委
員
報
酬　

　

日
額　

６
０
０
０
円

（
た
だ
し
、
会
議
時
間
が
４
時

間
未
満
の
場
合
は
日
額
３
０
０

０
円
）

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

健
康
福
祉
課
☎
86

－

０
２
１
０


